富士山静岡空港モニターキャンペーン(企業)事業費補助金交付要綱

第１　趣旨

　富士山静岡空港利用促進協議会（以下「協議会」という。）長（以下「会長」という。）は、富士山静岡空港の利活用促進を図るため、富士山静岡空港を利用して取引、営業又は技術提携等のための出張を実施する企業に対し、予算の範囲内において、補助金を交付するものとし、その交付に関してはこの要綱に定めるところによる。

第２　補助の対象経費、補助額及び対象期間
　補助の対象並びに対象期間及び補助額は、別表のとおりとする。

第３　交付の申請

　　事業者は、事業終了後に以下のとおり協議会に交付申請をする。

(1)　提出書類　各1部

交付申請書（様式第1号）

(2)　提出期限

平成22年3月19日まで

第４　交付の条件

　事業者は、補助金の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、並びにこれらの帳簿及び書類を補助金の交付を受けた年度終了後5年間保管しなければならない。

第５　交付の決定及び確定
　会長は、第３項の交付申請に係る書類を審査し、履行を確認したときは、交付決定及び確定通知書（様式第2号）により、申請者に通知するものとする。

第６　補助金の請求

　補助金の交付決定及び確定の通知を受けた者は、速やかに請求書（様式第3号）を会長に提出しなければならない。

第７　補助金の支払い

　会長は、請求書を受理した月の属する月の翌月の末日までに、事業者に補助金を支払うものとする。

第８　補助金の返還

　事業者は、この要綱に定める事項に違反して補助金の交付を受けた場合は、既に交付された補助金を会長に返還するものとする。

第９　その他

この要綱に定めるもののほか、富士山静岡空港モニターキャンペーン(企業)事業の実施に関して必要な事項は、会長が別に定める。

附　則

この要綱は、平成21年12月1日から施行する。
別表

	対象者
	株式会社(特例有限会社を含む)、合名会社、合資会社又は合同会社の日本国内の本社、支社、支店、営業所又は事業所

	対象期間
	平成21年12月1日から平成22年2月28日までに出発する旅行

	対象路線
	富士山静岡空港に発着する全路線

	対象要件
	対象期間中に富士山静岡空港を利用して実施する、取引、営業又は技術提携等のための出張

	補助額
	出張者1人当たり1万円。
ただし対象期間中1事業所3人を限度とする。

	補助の条件
	事業者は、出張者から富士山静岡空港モニターアンケート(様式第４号)を回収し、交付の申請の際に添付すること。


（様式第１号）

平成　年　月　日

富士山静岡空港利用促進協議会

会長　　　　　　　　　　　　様

〒

所在地

企業名　　　　　

代表者名　　　　　　　　　　㊞

（担当者）

電話番号

富士山静岡空港モニターキャンペーン(企業)事業費補助金交付申請書

　富士山静岡空港モニターキャンペーン(企業)事業費補助金の交付を受けたいので、関係書類を添えて下記のとおり申請します。

記
	出張者氏名
	サポーターズ

クラブ会員番号
	出張日
	行　先

(利用路線)
	出張

目的
	補助申請額

	
	
	　　月　日

～　月　日
	
	
	金　　　　円　　　　　　

	
	
	　　月　日

～　月　日
	
	
	金　　　　円

	
	
	　　月　日

～　月　日
	
	
	金　　　　円

	合　計
	
	
	
	
	金　　　　円


※１　補助申請には、「富士山静岡空港サポーターズクラブ」の会員登録が必要となりますので、会員番号欄に会員番号(10桁)を記入してください。

※２　会員未登録の方は、以下のＵＲＬから富士山静岡空港サポーターズクラブのホームページにアクセスしていただき、新たに会員登録していただきます。(入会金・年会費無料)　 http://www.fs-airport.com/
※３　メールアドレスがないなどの理由でホームページから会員登録ができない方は、「富士山静岡空港サポーターズクラブ登録申込書」に記入し、申請書に添付していただきます。

※４　その他、以下に掲げる書類を添付してください。
①航空券の半券の写しなど、出張者が確認できるもの
②出張者全員の富士山静岡空港モニターアンケート(様式第４号)
（様式第２号）

静空協第　　　　号

平成　年　月　日

　　　　　　　　　様

富士山静岡空港利用促進協議会

会長

富士山静岡空港モニターキャンペーン(企業)事業費補助金交付決定及び確定通知書
　平成　年　月　日付けで交付申請のあった富士山静岡空港モニターキャンペーン(企業)事業費補助金について、下記のとおり決定及び確定したので通知します。

記
	補　助　金　の　額
	金　　　　　　　　　　円


（様式第３号）

平成　年　月　日

富士山静岡空港利用促進協議会

会長　　　　　　　　　　様
〒

所在地

事業者名　

代表者名　　　　　　　　　㊞

（担当者）

電話番号

富士山静岡空港モニターキャンペーン(企業)事業費補助金請求書

平成　年　月　日付け静空協第　　号で交付の決定及び確定を受けた富士山静岡空港モニターキャンペーン(企業)事業費補助金として、下記のとおり請求します。

記

	請求金額
	金　　　　　　円

	振込銀行名
	

	預金種別及び口座番号
	

	口座名義（カナ）
	


（様式第４号）
富士山静岡空港モニターアンケート
Ⅰ　貴社の概要等

	事業所名
	

	業種
	

	所在地
	

	出張者
	役　職
	
	氏　名
	

	
	電　話
	
	FAX
	


Ⅱ　質問項目　※選択肢の設問は、該当する記号を○で囲んでください。

問１　今回の出張における富士山静岡空港の利用状況についてお尋ねします。

(1)御利用になられた路線をお教えください。（１つだけに○）

ア：札　幌　　　　イ：小　松　　　　ウ：福　岡　　　　エ：熊　本　　　　オ：鹿児島
カ：沖　縄　　　　キ：ソウル　　　　ク：上　海　　　　ケ：その他(　　　　　)
(2)今回の出張における富士山静岡空港へのアクセス手段をお教えください。（選択はいくつでも可）※静岡県への来訪の場合には、空港から訪問先までのアクセス手段をお教えください。
ア：自動車を利用

イ：アクセスバスを利用　⇒（発着地は？：　島田 ・ 静岡 ・ 掛川 ・ 浜松 ・ その他 ）

ウ：タクシーを利用　　　⇒（　　　　　　　　）から(　　　　　　　　)まで
問２　貴社(所)の出張等における今後の富士山静岡空港の利用意向についてお尋ねします。
(1)貴社(所)では、今後、富士山静岡空港をご利用になりますか？（１つだけに○）

ア：利用する　　　　　　⇒そのまま(2)へお進みください

イ：利用しない　　　　　⇒問３へお進みください

ウ：どちらともいえない　⇒そのまま(2)へお進みください

(2)(静岡県内企業のみ)今後、御利用になる可能性のある路線をお教えください。
（選択はいくつでも可）

ア：札　幌　　　　イ：小　松　　　　ウ：福　岡　　　　エ：熊　本　　　　オ：鹿児島
カ：沖　縄　　　　キ：ソウル　　　　ク：上　海

⇒問４へお進みください　
問３　問２(1)で、「利用しない」と回答された方にお尋ねします。

(1)利用しない（できない）理由についてお聞かせください。（選択はいくつでも可）

ア：路線就航先に出張がないため　　⇒問４へ
イ：別の空港を利用するため　　：（　　　　　　　　　　　）空港　⇒そのまま(2)へ
ウ：別の交通手段を利用するため：（　　　　　　　　　　　）　　　⇒そのまま(2)へ
エ：その他⇒（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）⇒問４へ
(2)別の空港や交通手段を利用すると回答された方にお尋ねします。その理由をお聞かせください。（選択はいくつでも可）

ア：適当なダイヤがない　　　イ：便数が少ない　　　ウ：料金が高い　　　
エ：アクセスが悪い　　　　　
オ：その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

問４　富士山静岡空港の開港をビジネスチャンスとしてとらえて、販路拡大や取引等、何か活用策をご検討されていることがありますか？

ア：ある　　　　イ：今後検討をしたい　　　　ウ：考えていない

問５　富士山静岡空港に関する御意見、御要望などをお聞かせください。

　　　（使い勝手に関する感想、お気づきの点、改善へのご要望等を具体的にいただけると幸いです。）
	ダイヤ、便数等：

	

	アクセス等：

	

	空港施設等：

	

	その他：

	


	アンケート調査結果の活用に関するお願い

県、市町村、経済団体（商工会議所、商工会、農協等）、空港関連企業（空港運営会社、航空会社、バス路線会社）で構成する空港の利活用を検討する場において、本アンケート調査の結果を活用させていただく場合、企業名等を明示した方が、より的確な結論を得られる場合がございます。

つきましては、貴社(所)の名称、所在地、業種を明示して、これらの団体へ貴社(所)のアンケート結果を情報提供することに御承諾いただけるかどうか御意向をお尋ねします。
次のいずれかに○を付してください。

　１：承諾する　　　２：承諾しない



2枚目となりますので、お手数ですが事業所名をもう一度ご記入ください。

	事業所名
	


御協力ありがとうございました。







